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受付年月日 年 月 ．日

路
歴

東
京
糧
保
谷
市
（
現
・
西
東
京
市
）
生
ま
れ
。
東
京

敏
育
大
学
（
現
・
筑
波
大
学
）
附
属
駒
粉
中
学
校
、

同
高
等
学
校
卒
薬

昭
和
五
二
年
三
月
東
京
大
学
敦
養
学
部
軟
養
学
科
〈
国
鹿
関
係
論
分
科
）

卒
案

同
年
四
月
外
務
省
入
省

五
五
隼
七
月
英
国
オ
ク
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
社
会
科
学
特
別
デ
イ

プ
ロ
・
マ
取
得

同
月
外
麓
省
経
済
局
以
降
、
ア
ジ
ア
局
、
条
約
局
．
在
米

図
大
使
趣
に
て
勤
務

平
成
二
年
八
月
内
閣
法
制
局
参
事
官
補

四
年
三
月
内
岡
法
制
局
参
事
官

七
年
一
月
外
務
省
欧
亜
局
西
欧
鮪
二
課
長
以
降
、
同
条
約
局
法

規
浬
丑
、
在
イ
ン
ド
大
使
箪
参
事
直
、
後
に
同
公

使
、
在
英
国
大
使
蛇
公
使
と
し
て
助
務
・

一
四
年
九
月
外
務
省
北
米
局
参
事
官
以
降
ｐ
国
際
法
局
審
銀
官
画

鋒
合
外
交
政
策
局
審
鴎
官
と
し
て
勤
務

一
九
年
八
月
在
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
緯
領
事

二
二
年
八
月
外
務
名
園
原
法
局
長

二
四
年
九
月
駐
オ
ラ
ン
ダ
特
命
全
権
大
使

二
五
年
七
月
外
務
審
餓
官

二
八
年
七
月
駐
大
韓
民
国
特
命
全
権
大
使

令
和
元
年
－
０
月
駐
英
国
幹
命
全
権
大
使

三
年
二
月
哉
高
裁
判
所
判
事

最
寓
裁
判
所
に
お
い
て
関
与
し
た
主
昼
な
戯
判

一
令
和
三
年
六
月
二
三
日
大
法
廷
決
定

民
法
及
び
戸
蒔
法
に
あ
る
蹄
姻
腱
際
し
て
の
夫
周
の
氏
の
定
め
に
関
す

る
規
定
が
壷
法
二
四
条
に
違
反
し
な
い
と
判
断
し
た
｛
多
数
章
見
）
。
そ

の
上
で
、
夫
婦
の
氏
に
関
す
る
法
創
度
の
合
理
性
に
関
わ
る
事
情
の
変
化

い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
禦
定
が
阿
条
に
違
反
す
る
と
評
価
苔
れ

る
に
至
る
こ
と
も
あ
り
得
る
が
、
こ
の
よ
う
な
法
制
度
侭
つ
い
て
は
、
関

連
制
度
も
含
め
、
民
主
主
韓
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
要
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

合
理
的
な
仕
組
み
の
在
り
方
を
幅
広
く
検
討
し
て
決
め
る
よ
う
に
す
る
こ

と
こ
そ
、
事
の
性
格
に
ふ
さ
わ
し
い
解
決
で
あ
る
と
し
た
（
補
足
露
見
付

加
）
。

二
令
和
三
年
九
月
七
日
第
三
小
法
廷
判
決

被
告
人
が
、
心
神
耗
弱
の
状
惑
に
あ
っ
た
と
し
た
第
一
審
の
事
実
配
定

に
齪
り
が
あ
る
と
し
て
、
何
ら
事
実
取
寓
ぺ
を
せ
ず
完
全
責
任
能
力
を
極

め
て
自
判
し
た
原
判
快
に
は
、
法
令
遠
反
が
あ
る
と
断
じ
、
敵
棄
差
戻
と

し
た
（
全
員
一
致
、
裁
判
長
）
・
・

壁
判
官
と
し
て
の
心
撹
え

一
つ
一
つ
の
事
件
に
鐘
実
に
向
き
合
い
、
そ
の
事
件
の
脊
量
、
事
情
な
ど

を
把
掘
し
、
法
律
の
適
用
に
誤
り
の
な
い
よ
う
に
努
め
、
も
っ
て
、
適
切
な

判
断
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
輔
励
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ

ま
で
の
行
政
官
、
外
交
官
と
し
て
の
経
験
を
生
か
Ｌ
、
囚
際
的
何
面
を
有
す

る
事
件
を
含
め
、
個
別
の
事
件
の
解
決
の
た
め
に
領
極
的
に
取
り
組
む
と
共

に
、
鯖
外
国
に
共
通
な
疎
題
で
あ
る
高
齢
化
、
伍
値
の
多
梯
化
、
デ
ジ
タ
ル

化
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
が
社
会
腱
及
ぼ
す
影
辱
と
圃
法
に
よ
る

問
題
解
決
の
在
り
方
と
い
っ
た
今
日
的
な
聞
囲
の
検
肘
に
も
力
を
注
ぐ
よ

う
、
今
後
と
も
努
力
し
て
い
き
た
い
と
思
恥
ま
す
。

鋤儀
最
高
裁
判
所
判
事

・
な
が
み
ね
や
す
ま
き

長
嶺
安
政

‐
半
Ｉ

昭
和
二
九
年
四
月
一
六
日
生

－

裁判官長嶺安政
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